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めんたいこ

　皆さんこんにちは。明太子で有名な博多か
ら来ました下村と申します。宅老所を始めま
して今年で10年になり、11月17、18の土日
に10周年の祝いする予定です。宅老所とい
う名前は、大場さんとおっしゃる最初の利用
者であるお年寄りがつけてくださいました。
大場さんはご主人が亡くなった後20年近く、
ヘルパーさんや家政婦さんの応援を得ながら
マンションで一人暮らしをしていらっしゃい
ました。しかし、骨粗鬆症、糖尿病、高血圧
心臓病という様々な病気を持っていらっ
しゃって、外に出ない生活が3年4年5年と
続いてくるうちに物忘れが当然のごとく始ま
りまして、ヘルパーさんや家政婦さんのこと
を泥棒と思ってしまって、人が代わる度にト
ラブルが起きるわけです。一生懸命自分のこ
とをお世話してくれる人ほど自分の財産を
狙っているのではないかという気になってし
まったようです。そのうち誰も来てくれなく
なりまして、一人でご飯を作っていた時に1
週間に5回も6回も火事騒ぎで消防車がくる
ようになってしまいました。そこで老人ホー
ムに入ってほしいということで、マンション
の自治会の人が説得しましたが聞き入れてく
れない。そこで一緒に「老人ホームはいいと
ころだ」と説得してほしいと相談を受けたの
です。ちょうどその相談を受けた時、私は特
別養護老人ホームの指導員をやめて、これか
らどうしようかと悩んでいる時期でした。
　大場さんのマンションはもう何年も腐った

ものが放置され、下のにおいも立ち込めたご
みの山のような状態で、そこから出てきた大
場さんは、ひざに頭がつくぐらい90度に腰
が曲がっていました。私はここにやって来た
わけを一生懸命説明しました。老人ホームは
そんなに悪いところではないので一度お泊り
にいらっしゃいませんか、といろいろお話し
ました。そしたら彼女が、「ここでのたれ死
ぬ覚悟で生きとる。他人のあんたに何の関係
があろうか！」と腰をピーンと伸ばしておっ
しゃいました。それを聞いてこれはすごいな
と思ったのです。ごみの山の中で体中こけが
生えたような状態で、髪はばさばさ、腐って
いるようなものを食べて生きている。それで
も人様に迷惑をかけるつもりはない。ここで
のたれ死ぬと言うこの人が望む最後の生活と
いうのはいったいどういうものなのか。自分
達が言っているような福祉ってこの人たちに
とって何なのだろうか、という様々な思いが
湧いてきました。こういうお年寄りが地域で
生活しつづけるということ、特にこの方に付
き合って最後を見届けたいと思ったのです。
そして特別養護老人ホームに入れる手続きや
相談をしましたら、1800 人の人が待ってい
て、これは100歳になるまで待っていても入
れないと思いました。さらにデイサービスセ
ンターからも、痴呆や取られ妄想があり、排
泄が自立してなくて車椅子だということか
ら、対象外だと断られてしまったのです。そ
のことに対して私はなにくそ！と思いまし

小学校区に1つの宅老所があれば！
10年の活動を振り返って

宅老所「よりあい」
　下 村 恵 美 子
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た。だいたい在宅を支えるということはどう
いうことなのだろうか、障害が軽く元気で自
分でいろんなことができる方はOKで、それ
ができずにどこにも行く場のない方たちが使
おうとすると断るとは、いったいこれは福祉
の制度なのかという気がしてきました。
そこでどうしようかということで、特養の
仲間たちに呼びかけて、一緒にホームヘルプ
をやり始めました。その延長線上に宅老所と
いうのができたのです。お年よりにホームヘ
ルプとして家にサービスを届けるだけでは、
痴呆は良くなるどころかもっともっと進んで
いく、ということをお付き合いしながら感じ
ました。確かに安心感は出てくるのですが、
生活の広がりが必要なのです。私たちがケア
をする、お世話をするためにお部屋の中に
入っていくという関係ではなくて、お年寄り
に社会の中に出て来ていただくことが大切で
す。それもお世話されるために出て来るので
はなくて、お年寄りどうし障害があっても呆
けがあっても車椅子生活であっても、対等に
お話ができたりお茶を飲む関係ができたりと
いう場が必要だと思います。
以前から仲間たちが重い障害を持った人た
ちの職場づくりということで、地域で共同作
業所づくりをやっておりまして、私も20年
近く大学時代から係わってきていました。そ
こで共同作業所の様に、お年寄りが昼間だけ
でも安心して集えるような場所ができたらい
いな、公のデイサービスセンターが受けてく
れないならそういうことをするしかない、と
思っていたところ、偶々お寺さんに出会うこ
とができ、宅老所を始めることができまし
た。今は、通って泊まっていざとなったら住
むことができる、小さなお年よりの第二の我
が家というような意味で宅老所という言葉を
使っています。元気なお年寄り、自立と判定

された方がおいでになる所を宅老所と呼んで
いるところもありますし、お泊まりも住み込
みもなく、通いだけで痴呆のお年寄りを支え
ているという宅老所もあります。ですから宅
老所と言った時、その定義というと非常にま
だまだ曖昧なので、これが宅老所だといえな
い部分があるかもしれないし、また多様なも
のが出てきて当然だと思っています。
現在グループホームは、生活が自立できる
ときにだけ入れる制度になっていますが、グ
ループホームさえも通過施設にしてしまうこ
とに私はすごい抵抗を感じています。住みな
れた地域の中で、たとえ痴呆が出ようとぎり
ぎりまで家族ががんばるけれども、がんばれ
なくなったときに泊まったり通ったりするよ
うなところが、小学校区に１つできると良い
と思います。自宅により近い地域で生活の匂
いと音がし、家族もちょこちょこ来られて泊
まれる環境の中でお年寄りが最後の生活をお
くれるならば、痴呆になったら死んでしまい
たい、痴呆にだけはなりたくない、という切
ない現実はかなり少なくできるのではないか
という気がするのです。
老人分野だけではなくて精神障害者、知的
障害者の作業所の方たちが、既にもう先輩格
としてグループホームを数多く日本の中でつ
くってこられました。お年寄りの分野でもこ
ういう地域の中で暮らすことがあたりまえな
のだ、これを地域の中で支えていこうではな
いか、という取り組みが少しずつ始まって、
10年経ってやっと生活援助の宅老所と言わ
れるものが増えてきました。グループホーム
ということを住まいだけの問題にしないで、
通いや泊まりがあって、お年寄りにも家族に
も急な変化が突然訪れたという形ではなく、
地域の中で継続して生活を支えることが大切
です。そういった形が、お年寄りや家族、ま
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た働いている私たちにとっても安心すること
ができるものなのです。やっといろんな形で
こうした取り組みを行なっている人たちが増
えてきました。20億、30億かけて非常に大
きなホームを建てるより、1ヶ所分でも削っ
て町の中の民家の改築資金に充ててくださる
ように行政の方向性が変われば、必ずや小学
校区に１つの時代が5年10年先には出来るの
ではないかと思っています。やっと、デイ
サービスもグループホームもＮＰＯをやって
いる方たちも含めて、500万の改築資金が出
るようになりました。北海道でもこうした取
り組みがたくさん芽生えてきているそうです
から、行政の支援と共に地域の方たちの応援
も増え、更に広がっていったらいいなと思い
ます。よろしくお願いいたします。

質問：専門職と家族やボランティアの関係は
どうなっているか。また、護保険以降どのよ
うな問題が出てきているのかということにつ
いてお伺いしたいと思います。

下村：ボランティアさんと介護に携わるプロ
の人との関りというのは、とりわけ地域で社
会福祉を支えていこうとか福祉の町づくりを
していこうと叫ばれはじめて、かなり混同さ
れたり曖昧にされていると思います。家族以
外の方、プロの方が、お年寄りの排泄や体を
直接触っていくといった命やプライバシーに
関ることをするというのは、きちんとされて
いかなければいけないと思います。地域の婦
人会の方、問題意識をもって取り組んでい
らっしゃる先ほどの家族の会のような方、生

協や農協のボランティア活動など、たくさん
地域で活動をされていますが、元気なときに
地域の中で一人暮らしのお年よりが集まって
楽しく刺激し合いながら過ごす集まりの場
と、人の手が必要になったときのケアのあり
方は厳密に区別していく必要があります。た
だ高齢者の場合は元気な人が突然腰を痛めて
歩けなくなったり、骨折で車椅子生活になっ
たりということがあるわけですから、厳密に
どう区別していくかということは非常に難し
い問題だと思います。ですが専門的に命とプ
ライバシーに責任を持っていくということ
は、非常に自分たちに突きつけられている問
題だと思っています。うちの場合、ボラン
ティアさんは食事作りに関っていただいてい
ます。親の介護をしたことがある、外でボラ
ンティア活動をいっぱいやっているという方
たちが、将来は宅老所をやりたいので勉強さ
せてほしいということでたくさんお見えに
なっていました。始めはそうした方たちに手
伝ってもらっていましたが、ある日大変なこ
とが起きてしまいました。スタッフがちょう
どいない時にお年寄りが急に立ち上がったの
で、ボランティアの方が「お手洗いでしょ」
と言って手伝おうとしたら、一緒に倒れてし
まったのです。その日の朝その方をお迎えに
行った時に、職員が足の運びが悪いのを確認
して、軽い脳梗塞が起きているかもしれない
ということを家族と情報交換していました。
その日1日は排泄にしろ食事にしろ気を付け
て、家族や主治医と連絡を取りながらやって
いたわけです。そうしてやっていた中でたま
たまスタッフが目を離した時に、出入りして
いるボランティアさんが良かれと思ってした
のですが、結局そのお年寄りは骨折されて、
10年以上娘さんが寝たきりにさせまいとし
て一生懸命やってきたのに一瞬のうちに寝た
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きりになってしまわれました。そのときにご
家族の方に言われたことが今でも強く残って
います。「宅老所のプロのスタッフがそうい
う失敗をしたというのならまだ納得ができ
る。十分やって頂いていて、ちょうど様子も
わかっていた上で、それでも尚且つ何か突発
的な事故が起きることは家でもあることだ。
だけど、日常的にその日の状態を知らないボ
ランティアさんが、いつもと同じだと思って
骨折する結果になったことについて、私は納
得できない。」とおっしゃいました。そして
「いつもわかっている人たちが責任を持って
関ることと、ボランティアさんたちが善意で
関ってくださる部分をしっかり整理してほし
い」と問題提起されました。お手伝いしたい
ということと、その方の体と健康と命とプラ
イバシーを守っていくということとは必ずし
も一致しない時があるわけです。それを私た
ち自身が整理したり守ったりすることが、仕
事として課せられている中身なのだと思って
おります。うちは50人近くのボランティア
さんに出入りして頂き、主に食事作りに関っ
てもらっています。私たちも体験を通じてそ
の関係の整理を行なっています。
子どもの障害者も痴呆のお年寄りも一緒に
利用できる場所をつくろうということが、宅
老所の集まりの中でも出ています。痴呆のお
年寄りと子どもさん、それから知的障害を
持った方たちが、1日のうちに一緒に過ごし
たり触れ合ったりする刺激がとても良いこと
だと感じております。しかし痴呆のお年寄り
の生活・リズム・時間の流れ方と子供さんと
では違いますので、それがお互いにとって幸
せな時間なのかということは、現場にいて問
題意識を持っています。こういうこともまだ
始まったばかりですから、何が良い悪いとは
言えない部分もあります。子供さんには子供

さんの発達過程、教育を与えられる場という
ものがありますし、知的障害者はお年寄りの
茶のみ相手として利用されるのではなく、自
分の能力を最大限に発揮できるように働く場
を社会が支援していくべきだと思います。専
門職にも知的障害や精神障害などそれぞれの
分野の積み上げがあります。ですから、同じ
場に一緒にいるから素晴らしいのだ、自然な
のだということではなく、発展的にどうして
いけばいいのか、ということが投げかけられ
ているという気がしています。
介護保険後の問題についてお話します。通
所事業は、うちの場合は痴呆単独型通所介護
という事業をとっています。泊まりの場合は
法人の単独事業でやっています。いわゆる
ショートステイです。もう1つの住み込みが
グループホームということで、痴呆性老人の
共同生活介護事業というように呼ばれていま
す。通いの事業は10人定員で、およそ5時か
ら5時半の間にご家庭にお送りするという形
で、365 日お正月も盆も含めて10年前から
やっています。

介護保険後は、ご家族の負担が極端に増え
たというのが本当に切ないことです。痴呆が
進まれた方で昼夜が逆転していたり、勘違い
して介護者に対して殴りかかって、どうにか
なっているのではないかというような、在宅
でぎりぎりで介護していらっしゃる方たちが
非常に多いのです。介護保険施行の前には、
1回400円の昼食代で毎日来られていたのに、
今は送迎などを入れて1回1500円、1月4万
5000円かかります。ですから4倍から5倍の
負担で必死にやっていらっしゃいます。既に
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在宅は限界で、施設に入ったほうが負担が少
ないということで施設に入った方もいらっ
しゃいます。入所申し込みをなさっているご
家族もたくさんでてきました。とりわけ痴呆
のお年寄りが在宅を続けていくためには、通
所介護というのは非常に大事だと思っていま
す。訪問介護ももちろんですが、1対1でケ
アすることで、痴呆のお年寄りが落ち着かれ
ていくということはそうはありません。家族
から離れて1対1というストレスの中で過ご
されるのではなく、10人位の小集団で緩やか
な1日を過ごしていただくということで、自
分らしさを取り戻していかれるのです。
私どものように非常に小さな場所で、単独
で痴呆の通所介護をやっている所では、利用
者の負担がきつくなっているのに伴い、同じ
ように施設経営が苦しくなっています。以前

は何人利用しても補助金は一定でしたが、今
は保険なので人数分の保険しかでません。10
人平均にしていくには、無理して登録を増や
していくということになりかねません。お年
寄りは風邪をこじらせて入院されたりという
こともありますから、そうするとすぐに減収
になってしまいます。だからといって職員を
切るわけにはいかないわけです。ですから在
宅介護のぎりぎりの方を抱えた、小さな単独
の通所ケアをやっている所ほど過酷な状況な
のです。こういう10人未満の定員のところ、
特に痴呆の単独型のところでは、保険の中で
上乗せしていくか、一般予算の中できちっと
痴呆対策と位置づけて、年間ある程度の金額
を保証していただきたいと思います。これか
らは、痴呆対策を重視する制度をいろいろな
方向から検討していただきたいと思っていま
す。


